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～無意識に思い込みを～無意識に思い込みを
　　押し付けて　　押し付けて
　　　いませんか？～　　　いませんか？～

　市ではプライド月間に合わせて、L 
GBTQ＋をテーマとした映画上映会
＆講演会を行います。
　自分を偽って辛い思いをしている人
がいます。誰もが自分らしさを大切に
し、自分とは違う他者を尊重する気持
ちを持ちましょう。
d６月29日㈰午前10時～午後０時40分

(午前９時30分開場)b永山公民館ベル
ブホールc140人(申し込み先着順)n
同性愛者であることを両親に告白した
ため、同性愛を「治す」矯正施設に入れ
られた少年の実話をもとにした社会派
ドラマ保育４人(１歳以上の未就学児
対象。６月20日㈮午後５時までの申し
込み先着順)講師田附亮氏〔(一社)LG 
BT-JAPAN代表理事〕備考12歳未満の
方は、保護者の助言・指導のもと鑑賞。
映画は、日本語吹替・日本語字幕版 ID
1017180m６月９日㈪午前９時～26日
㈭午後５時に、公式ホームページのイ
ンターネット手続きまたは
電話で、ＴＡＭＡ女性セン
ターへ

iＴＡＭＡ女性センター☎(355)2110・v(339)0491

　アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)とは、
自分自身では気付いていない、ものの見方や考え方の偏
りのことです。アンコンシャス・バイアスがあること自
体は悪いことではありませんが、そこから生まれる自分
の言動が、知らず知らずのうちに相手を傷つけたり、行
動を制限してしまったりすることがあるため、注意が必
要です。「普通はこうだ」「こうあるべきだ」などの決めつ
けや押しつけを一度疑い、相手を尊重する心の姿勢を持
ちましょう。

多摩市女と男の平等参画を推進する条例 ID1003325
　平成26年１月１日に施行された「多
摩市女と男の平等参画を推進する条
例」は、「性別で役割を決めることはや
めよう」「性自認や性的指向、性別を理

由にした差別や暴力はやめよう」など
を基本理念としています。

プライド月間＆アイスランドに関するパネル展示 
　プライド月間と、LGBTQ+の人々への理解や男女平等の先進的な国であるアイスランド
について紹介します。
db関戸公民館ロビー展示スペース＝６月６日㈮～30日㈪、市役所本庁ロビー＝６月10日㈫
～27日㈮

これも押しつけです！
・血液型で性格を決めつける
・妊婦だから簡単な仕事しかやらせない
・社歴が短いから評価しない
・年長者だから責任者にする
　すべてに共通することは、それぞれの個人を見ずに自
分の中の思い込みで判断しているということです。こん
な言動をしていませんか？

アンコンシャス・バイアスってなんだろう？
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　６月はプライド月間(LGBTQ＋コミュニ
ティーを祝うパレードや、権利を啓発するイ
ベントが開催される月間)です。1969年６月
28日にアメリカでLGBTQ＋の人々が差別と
弾圧に対して立ち上がったことをきっかけに、
毎年６月はLGBTQ＋の人々の権利や多様性
を尊重する「プライド月間」と呼ぶようになり
ました。
　また、毎年６月23日～29日は内閣府の定め
る男女共同参画週間です。
　両方に共通するのは、「自分や他人の個性
やプライド(誇り)を尊重しよう」という思い
です。自分の中の「アンコンシャス・バイアス

(無意識な思い込みや偏見)」に気付き、それ
を無意識に他人に押し付けていないか考えて
みませんか。

映画「ある少年の告白」上映会＆講演会

男性なのに育児
休業をとるの？

重いものは男性が
運んで！

女性は管理職に
向いていない

女性ならではの
細やかな
気配りで

男のくせに
なよなよするな！

パートナーシップ制度をご存じで
すか？ ID1003315 
　パートナーシップ制度とは、戸
籍上同性であることなどを理由に
入籍することができない２人が、
市に対してパートナー
シップ関係にあること
を宣誓する制度です。

LGBT電話相談 ID1003358☎(355)2112
　本人からの相談はもちろん、家族や友
達からの相談も受け付けています。専門
の相談員が、相談を受け付けており、秘
密は厳守されます。
d毎月第３火曜日(偶数月午
後２時～６時、奇数月午後４
時～８時)

多様性を多様性を
認め合う認め合う
社会へ社会へ

　市では、男女平等を阻害する市の施
策・人権侵害などに関する苦情の申し
出を受け付けています。
　多摩市の行う施策に対する苦情だけ
でなく、職場、学校、団体などで行わ
れた性別などによる差別的な取り扱い
や、男女平等参画社会の実現を阻害す
る人権侵害についての苦情
も申し出ることができます。

● 苦情処理制度はこんな時に利用でき
ます

・ 市が作成した事業チラシに、性別役
割分担意識(女性は家事・育児など)
を植え付けるようなイラストがある

・ 職場で、女性(男性)だから給料が安
いなど、性別による差別的な取り扱
いを受けた

男女平等参画に関する苦情の申し出ができます ID1003328


